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基本目標 施策方針 施策 

１ 誰もが安心して生活

できる住環境の確保 

子育て世帯が住みよい住

環境の向上 子育てにやさしい環境づくり 

・子育てサービスの充実、子育てにやさしい環境づくりへの機運が高められる取

組や環境の整備 

・保育所等の待機児童解消、地域全体で支える子育て支援の充実 

・若い世代や子育て世代を中心とする定住や移住に対する施策の促進 

子どもの育ちを支援する環境づくり 

・家庭や地域の教育力の向上、学校・園、家庭、地域、企業、行政等が主体的に

取り組みながら一体となって子どもたちが安心して学べる教育環境の整備 

・子どもの権利への配慮、子ども自身が参加できる支援 

すべての子どもたちが健やかに暮らせる環境づくり 
・児童虐待、いじめ、不登校の把握と支援体制の整備、障がい児支援の推進、ひ

とり親家庭の自立を支えるための取組の推進 

高齢者・障がい者に対応

した住環境の確保 

継続居住を支える住環境づくり ・バリアフリー改修等に対する助成制度などの支援の推進 

市営住宅におけるバリアフリー化の推進 ・エレベーターの設置など、市営住宅のバリアフリー化の推進 

高齢者に配慮した住宅の供給促進 ・高齢者に配慮した住宅の供給の促進 

重層的かつ柔軟な住宅セ

ーフティネットの構築 

住宅セーフティネット制度の活用促進 ・住宅セーフティネット制度の活用の促進 

福祉施策と一体となった入居・居住支援 

・住宅施策と福祉施策が一体となった、重層的な支援体制の構築 

・関係者間で、情報共有の場を設け、それぞれの立場や状況等を相互に理解しあ

える機会づくり 

市営住宅の適正な管理・運営と弾力的な運用 
・既存ストックの長寿命化、適正な入居者管理・運営の推進 

・特定目的住宅の拡充や目的外利用など柔軟な運用 

借上市営住宅制度に基づく民間賃貸住宅の活用の検討 ・民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット構築の検討 
   

２ 多世代にわたり活用

される良質な住宅ス

トックの形成 

良質で持続可能な住宅ス

トックの形成 
中古住宅の流通促進 

・住宅の品質などの適切な評価制度の普及、安心して中古住宅を選定できる環境

整備のための情報発信や啓発 

環境にやさしい住まいの普及促進 
・地球にやさしい住まいづくりの普及に向け、長期優良住宅や低炭素住宅などの

認定制度などの情報発信と啓発 

空き家の適正管理および

利活用、リノベーション

の情報発信 

空き家の適正管理の推進と相談体制の充実 
・法に基づく所有者等への助言・指導等により適正な管理を促す 

・空き家対策の情報発信、相談体制の充実 

空き家の利活用の推進 ・リノベーションの情報発信による空き家の発生抑制 

空き家バンク制度等による中古住宅の流通促進 ・空き家バンクの周知や利用促進を図り、空き家や中古住宅の流通の活性化を促進 

分譲マンションの管理適正化の推進 
・分譲マンションの管理状況の把握、適正な維持管理のための情報発信や助言・

指導などの支援の推進 

・マンションの管理水準の向上に向けた取組の推進 
    

３ まちの魅力と住み良

さを実感できる住環

境の創出 

安全・安心な住宅ストッ

クの形成 

耐震診断・耐震改修の支援による住宅の耐震化促進 ・耐震診断及び耐震改修実施の促進 

住宅の耐震化に関する相談体制の充実 ・住宅の耐震化に関する情報提供や相談体制の充実 

地域住民の防災意識の向上や自主的な防災活動への支援 ・関連機関と連携し地域防災力強化に向けた取組の推進 

地域コミュニティの維持

と活性化 
地域コミュニティ運営への支援 

・市民相互が支え合い、助け合うまちづくりの推進 

・さまざまな地域活動の拠点づくりの推進 

地域による自主的なまちづくり活動への支援 ・地域の特性を活かした住民主体のまちづくりの促進 

住みよさが実感できる住

環境づくり 

公共交通の利便性の向上 ・利便性と持続可能性を両立した地域交通の整備 

新しい住まい方への対応 ・二地域居住やリバースモーゲージ※など新しい住まい方に関する情報提供 

都市機能形成の推進 
・市民生活や都市の魅力を向上させるための拠点形成の推進、野洲駅南口の駅前

市有地での一体的な整備に向けた検討 

・秩序ある計画的な市街化区域の拡大 

地区計画制度、建築協定等による良好な住環境の維持・

向上 

・地区計画や建築協定など、地域の合意に基づく魅力ある住環境づくり 

・野洲市景観計画等による、まちなみ景観等と調和した景観形成の推進 
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第３次野洲市住生活基本計画の概要〔目標：令和 17 年度〕 

 

成果指標 〔令和 17 年度目標〕 

①住宅の総合的な住みよ

さの満足度 
（住宅政策に関するアンケート

における、満足＋やや満足の合計

値の比率） 

②住環境の総合評価の満

足度 
（住宅政策に関するアンケート

における、満足＋やや満足の合

計値の比率） 

③住宅の耐震化率 
（新耐震基準（昭和 56 年基準）

が求める耐震性を有する住宅

ストックの比率） 

④住宅の最低居住面積水

準未満率 
（住宅・土地統計調査による） 

 

⑤空家等解体支援補助金

の活用 
（目標値は 10 年間の累計） 

 

63％⇒64％⇒67％ 
(H27)  (R6)  (R17) 

49％⇒49％⇒55％ 
(H27)  (R6)  (R17) 

82％⇒89％⇒概ね解消 

(H27)  (R5)  (R17) 
1.8％⇒早期に解消 
(R5)   

4 戸⇒50 戸 
(R6)  (R17) 
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①ひとの視点 

・子育て世帯が住みた

い・住み続けたい住

生活環境の充実 

・住宅確保要配慮者が

安心して暮らせる安

定的な住まいの確保 

②すまいの視点 

・環境にやさしい住ま

いの質の向上 

・空き家の抑制・利活

用等総合的な対策の

推進 

③まちの視点 

・住まいの安全性の強

化、地域防災能力の

向上 

・都市機能の集約化、

地域の特性に応じた

まちづくり 

・地域コミュニティの

維持、持続可能なま

ちづくりの推進 

《野洲市総合計画のめざすべき将来都市像》 
 

多様な人々と多彩な自然が調和した、個性輝くにじいろのまち 

※自宅を担保にして借入し、自らの持ち家に継続して住み、借入人が死亡したときに担保となっていた不動産を処分 

し、借入金を返済する仕組み。元本の返済は死亡後となるため、老後資金にゆとりを持たせることができる。 


